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オ1:恕談会は、中田市長の諮問を受けて、備浜市が公立大学を有する意義と、

横浜市立大学の今後のあり方について議論を重ね、以下のよ うな結論に達したウ

まず、地方自治体である術浜市が、公立大学を有する意義とは何だろうかの

公立大学は、大学として、教育、研究、その他の而にわたりさまざまな意義あ

る活動を行うだろう。

けれども、公立大学は、国立大学や私立大学と同じでない。公立大学は、設置

者である地方自治体、とくにその自治体の市民・納悦者が、「なるほど、この公

立大学は存在する意義があるj と、納得するのでなければならない。単に大学と

して意義ある活動を行うだけではだめで、市民・納税者の合意がえられるような

意義ある活動を行うことが必要で、ある。公立大学は、市民.fffj悦者ーに対する説明

責任を負っており、その説明責任が果たされたとき、「公立大学を有する意義J

が確認されたことになる。

それでは、市民・納税者が満足するような公立大学のあり方とは、

ものだろうか。一般に、次のようなことが考えられる。

0大学として、 卜分な教育・研究の実績をあげている。

0横浜市の市民・納税者に、十分な貢献を行っている(たとえば、市民の子弟の

教育、市民の生涯学習など)。

0傾浜市の活動に、 卜分な貢献を行っている

政課題の解決など)。

0償浜市の産業経済に、十分な貢献を行っている

た委託研究、産学連携など)。

0横浜市の文化芸術に、十分な貢献を行っている。

0大学が特定の分野(たとえば、学術、文化、スポーツなど)で傑出した活動を

行い、それが市民の誇りとなっている。

こうした基準から、現在の横浜市立大学をみると、どのように評価できるか。

さまざまな数字や証拠からみる限り、償浜市立大学は、わが国のトップレベル

の大学ではない。しかし、平均的な大学よりも多くの点でヒ回っている。また、

償浜市の公立大学として長い歴史をもち、地域社会とのつながりを持っている。

公立大学の基準としてあげたいくつかの点で必ずしも「十分な貢献」を行ってこ

なかったにせよ、公立大学としては標準かそれ以ヒの実績をあげてきたと評価で

きるの

もしも，横浜市の財政が健全であり、市民がこれまでのように横浜市立大学の経

費を負担していけるなら、この大学が存続していくことにおそらく大きな問題は

ないだろう。

1. ，陥浜市が公立大学を有する意義
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けれども、現在、状況は大変に厳しく、航浜市立大学がこのままでこれまでど

おり存続していくことは、市の財政に大きな負IlLとなる。

，HR浜市立大学の累積負債は、平成 13 年度のw'f}~で約 1 1 -4 0億円(内訳は、

大学が約 320億円、附属病院が約 20-4億円、センター病院が約 617億円)
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と、膨大な傾にのぼる。これは、横浜市民 350万人にとって、一人あたり 3万

円あまり、 4人家族なら約 13万円の借金を抱えている計算になる。しかもこの

数字は、年々増えつつある。また、大学の運営にあたっては、学部等の運営費と

して約 120億円、 2付属病院の運営費として約 120億円を毎年一般会計から

繰り入れている。これは市民一人あたり、毎年約 7千円弱の支出にあたる。

こうした状況を踏まえ、懇談会では、可能なあらゆる選択肢を検討せざるをえ

なかった。

論理的に考えて、選択肢は、次の四つである。

(1)大胆な改革で生まれ変わり、存続する。

[ 2 )有力私立大学に、売却する。

[ 3 )私立大学に、転換する。

[4 )廃校とする。

現状のままで存続する道は、まったく考えられないことを強調しておきたい。

横浜市立大学の歴史の重みと、関係者の思いを考えるなら、(1) (存続)が望

ましい。けれども、それが、市民・納税者の犠牲のうえに成り立つことは許され

ない。関係者も痛みを分かちあう大胆な改革が、存続のための前提である。関係

者が再生プラ ンを示 して繍浜市立大学の存在意義を証明し、市民がそれを受け入

れるのでなければならない。

市の負債軽減を第一に考えるなら、[2) (売却)が望ましい。現実的には、医

学部・病院をまとめて有力私立大学に売却するなど、大学の一部もしくは全体を

売却することが考えられる。この場合も、大学や病院が現在の場所で活動を続け

るなら、市民に実質的な損失はない。また、売却されたあとでも、横浜市立大学

の伝統と個性を存続させる道があろう。けれども、実際に買い手が現れるかどう

かは、未知数である。

[ 3) (私立大学への転換)は、大学が主体性をもって存続でき、しかも市が大

学の費用を負担しなくてすむという点で、望ましい。けれども、市が施設を提供

する「公設民営」による横浜「私立j大学が生まれたとして、経営が成り立っか

どうかは難しい。

また、私立大学への転換が法律上可能かどうかも検討を要する。

(1J (2) (3J の選択肢がすべて不可能であるなら、残る選択肢は、 (4) の

廃校しかない。廃校すれば、市の財政負担はそれだけ軽くなる。けれども、これ

まで累積した負債が消えてなくなるわけで、はない。その意味で、廃校は決してベ

ストの選択肢ではない。とは言え、[1]の存続を選んだ場合でも、さらに多く

の負担を市民に押しつけることのないよう、この選択肢は残しておくべきである。
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2. 横浜市立大学が存続するための条件

以上を踏まえたうえで、本懇談会は、[1 )の存続を正当化するには、どのよ

うな改革が必要で、あるかについて、集中的に検討した。

横浜市としては、市民の負担が重いことを考え、ほかの大学でまだ実現してい

ないような、思い切った抜本的大学改革と、経営合理化の実現を求めるべきだろ

っ。

まず、財政面では、年度を区切った具体的な数値目標を設定すること o

学部等(病院を除く)の運営については、横浜市の一般会計からの繰入額を、 3

年後に、平成 13年度実績の半分(約 60億円)に圧縮し、 5年後にはそれをさら

に圧縮して、収支均衡を達成する。

病院については、収支構造を抜本的に改善する。具体的には、診療・検査・入

院などの収益的収支における繰入額を、 3年後には地方公営企業法の基準内繰り

入れの範囲内とし、その後も継続する(平成 13年度実績の基準内繰り入れは、

附属病院 31億円、センター病院 38億円)。

この場合、大学を運営するための経常経費を市がどこまで支援するかを、市と

大学とのあいだであらかじめ取り決めておくべきである。現状のように、市が大

学の運営費の不足分をいくらでも補填するようなやり方はただちにやめるべき

だ。

また、過去の 11 4 0億円の市債累積残高については、横浜市の中期財政ビジ

ョンに基づいて、適切に処理すべきものである。

次に、経営面や教育面では、 4に掲げる改革の具体案の骨格を、すみやかに実

現すること o

特に、 4.で述べる具体案のうち、・印の箇所は、 3年以内に実現すること。

そのうえで横浜市立大学は、改革によってどのような新しい大学に生まれ変わ

り、市民にとって存在意義のある大学となるのかを、きちんと説明すべきである。

3. 横浜市立大学の改革の方針

本懇談会は、横浜市立大学が、次の四つを、改革の方針とすることが適当であ

ると考える。

1]大学の新たな使命を明確に掲げる。

横浜市立大学は設置以来、目標の見直しを進めないまま、なりゆきで歩んで

きた。ほかの国公立大学や私立大学と異なった、横浜市の公立大学としてのユ

ニークな目標を、「発展する国際都市・櫛浜とともに歩む、教育に重点をおい

たプラクテイカノレなリベラノレアーツ・カレッジ※1Jとしてはっきり掲げる。

※1 プラクティカノレなリベラノレアーツ・カレッジ
実習や実務家による講義を取り入れた実践的な国際教養大学内 4年間を通じて文
系・理系の幅広い教養・基礎学聞を修得する。卒業後は、実社会で活躍するほか、
実践的で高度な専門性を有する大学院への進学を目指す。
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2)横浜市の課題に、具体的に?寄与するり

横浜市の抱える行政的課題、地元企業が必要とする技術開発、経営革新、人

材養成、市内の高等学校のニーズなどに、具体的に寄与するための教育研究の

システムを構築する。

3 )大学の経営管理を、大胆で先進的な仕組みに改める。

現在、大学予算(病院を除く)に占める学費負但の書Ij合は 16. 9 %と、私

立大学と比較すると、きわめて低い。逆に、人件費の比率が高く、学生一人あ

たりの教員比率も高い。収入の 75.6%を、市の一般会計からの繰入金に依

存している。このような放漫な経営体質を、即刻改めなければならないυ その

ためには、横浜市立大学が、わが国でもっとも進んだ経営管理の試みを取り入

れた大学の経営体制、管理運営システム、人事システムを採用すべきである。

4)横浜市民のニーズに、積極的に応える。

横浜市民の納税負担を目に見える形で還元する教育サーグィス、胞設や情報

などの提供、高校以下の学校教育との連携など、市民のニーズに応える活動を

大学の柱として展開し、横浜を魅力ある都市にするために寄与すべきである。

4. 改革の具体策

横浜市は、本答申に沿って市立大学改革が着実に進むよう、設置者としての

責任ある対応をすべきである。

横浜市立大学は、償浜市が有する意義がある大学となるため、次のとおり大

学改革を実施することが適当である。

改革にあたっては具体的目標を設定し、「・Jは実現すべき必須の事項、「・ J

は実施することが出来る限り望ましい事項とする。

1 ]大学の目標に関して

・教育と研究のうち、教育に重点をおき、高い専門能力と 11幅広い実践的教

養を身につけるプラクテイカノレなリベラルアーツ・カレッジをつくる。

・教育の目標は、教養教育を重視するとともに大学院 (MBA、ロースク

ール※2など)への進学に重点を置き、進級と卒業の学力チェックを厳し

くして卒業生の学力を保証する。

・リベラルアーツ・カレッジを目指した大学の目標が達成できるよう、教

育・研究分野を精選して、三学部(商学部 ・国際文化学部 ・理学部)を

一学部に統合する。

・大学院は、高度の実務専門家養成を目指す修士課程を重視し、博士謀

程は分野を精選する。

※2 : tVI B A Master of susln巴ss Adml n i s t ra t i on (経営学修士)

ロースクール LalV School (法科大学院)
いずれも、高度な専門性を有する職業人の養成を目指す大学院。囲内の有力

大学が、数多く設置を計四している。

.‘ 

-生命科学の重点的 ・効率的な教育・研究の十(ii進体制昨築に向け、総合国

学研究科-生体担分子システム判・学専攻、医学研究科、木町(~t:物学研究所

を再編する。

・産学連携に対応できるよう大学としての研究目|業や研究体制を盤備する。

特によ盟系においては、工学系の研究休日jljを合めて編成する。

2) 樹浜市への寄与に関して

・現在のリカレント講座・・九等を琵尽させ、 .j抗浜市のすべてをバーチヤノレ・

キャンパス小lとし、市民の椛もが入学できる 「よこはま シティ・カレッ

ジ」を、大学のエクステンションカレッジャ5として開設する。今後は、

テレビ会議や e-1 earn i ng;刊を活用し、受講者は単位を取得し大学の正規

課程へも入学できる制度など、柔軟に市民ニーズに応えられる仕組みを検

討し実施するロ

・横浜市をはじめ、全国の自治体が直面する社会的・経済的・行政的課

題に取り組むとともに、企業や市民ニーズに応えることを教育・研究の

ひとつの柱とし、カリキュラムに明示する。

・図書館など、大学の胞設を地域社会に開放する。

・大学院の修士課程で、市内の高校や中学の教員の専門的なリカレン卜教育

を行う。

・傾浜市民の子弟に対する、学費の優遇J昔置を設ける。

-横浜市職員には、業務上必要な科目の侵業の聴講を認める0

.市内の高校生を対象とした科目等履修制度を設ける。

3) 大学の組織、人事について

・大学の経営形態は、独立行政法人とする※

・教育・研究を活性化させ、経営の健全化を進めるため、市長が指名する

大学の経営を担当する責任者と、教育研究に責任をもっ学長とを分離す

る。

・学長の選考方法は、教員による互選を改め、経営、教学及び学外者から

なる選考委員会を設け、委員会が選考する0

・独立行政法人化した場合の教員の身分は、非公務員型とする。
※3・リカレント講座

循環教育。社会人が新しい知識を修得できるなど、広く教育を受けられるよ
うになる生涯学習講座予

※4 バーチヤル・キャンパス
tOl浜市全体を大学のキャンパスと考え、市民がいつでも身近に大学の講座を受
j昨できるようにする。

※5 エクステンションカレッジ
通常の授業とは別に設ける市民のための講座。大学の単位や学位を取得する道
もある、

※6 : e-Lωrnlng 

インターネットなど ITを活用した筒しし、|受業スタイルーオンライ ンのバーチ
ヤノレな教室で・双方向の医業を行う‘、

※ i 現行法のなかで対応できないことがらは、今後ぴ〕法:1藍備を待ってi住めること
になる。、以下も同係。

5. 



教員の新組織への移行は無条件ではなく、再就職の形をとる0

・教員は年俸契約を原則とする。

・人事制度の抜本的改革を行い、教員の採用・昇任は大学に設置する人事

委員会で審査する。人事委員会は、学外者を含むなど公正な選考を行う

よう組織する。

.カリキュラムの管理責任を明らかにするために主任教授制を採用するな

ど、カリキュラムの管理システムを確立し、徹底した管理を行う。主任

教授は、学長が人事委員会に諮るものとする。

・教員(主任教授を除く)は、任期制・公募制を原則とし、主任教授が人

事委員会に提案する。

・教育・研究の両面に評価制度を導入する。

・正規の教員数は、教育・研究が硬直化しないよう極力抑制し、多様な教

育が行われるよう、実務家や専門家などを教員として積極的に採用する。

教員は、ひとつのファカルティ刺に統合する。

主任教授は、教授としての定年までの身分を確保する。

すべての教員を、コミュニティーと考え、生涯にわたってEメーノレアド

レスを提供するなど、教育者、研究者としての便宜を図る。

外国人教員を目標数値を定めて増員する。

4)財政改善について

・大学の運営については、在学生数等の規模を考慮のうえ、私立大学が国

から受けている補助金額を参考としたり、国立大学の運営費交付金と比

較して、一般会計からの繰り入れを適切な範囲にとどめる。

・学生収入や一般会計からの繰入額、さらには人件費比率(経常的運営経

費に対する人件費比率を 50%未満)等については、期限を明らかにし

た具体的数値目標を設定するとともに、部局別・部門別の会計経理方式

を導入するなど収支構造の改革を行う。

財務状況については第三者評価を受ける。

・費用対負担の観点から学費を値上げする。同時に新たな財源の確保を図

る。また、大学独自の奨学金制度を大幅に拡充して、経済的理由から就

学の機会が奪われないように考慮する。

・市費による研究費の負担は、大学が精選した分野を除いて、原則として

行わない。外部資金が得られた場合に、研究を進める。

民間企業に対する技術・特許の移転収入や、ベンチャー企業による事一業

収入、著作権、意匠収入など、知的所有権の収入の増額を図る。

外部機関が、会議等で大学施設を利用する場合には施設使用料を徴収す

る。

大学の施設や教育研究の成果を活用し、企業から社員教育などを請負う。

寄付金の募集活動を積極的に進める。

企業等の資金援助による寄附講座の獲得を進める。

※8 :ファカ/レティ

学部など、教員が構成する教育 ・研究のための組織
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5) カリキュラムについて

・教育目標をカリキュラムの中に明確に反映させる。

.カリキュラムは学生にわかりやすいものとし、専攻の変更が可能となる

など学生にとってメリットのあるものとする。

・入学時から卒業時まで専門教育と教養教育のバランスの取れたカリキュ

ラムとする0

・語学教育や IT教育などは、卒業時の達成レベルを、資格取得も含め数値

目標化する。

・大学教員が直接担うべき科目と、外国語や情報など、学外のノウハウや

資源等を活用することでより効率的に教育効果が得られる科目とを整理

する。

授業を英語で行うパイリンガノレ教育を実胞する 0

.セメスター制やクオータ一市IJ仰を導入する。

授業の中にインターンシップ滋l。やボラ ンティアを組み込む。

6) 入学システムについて

'・従来の入学試験制度を改め、従来のペーパー試験に偏らず面接や書類選

考を重視したAO入学を中心とした入学制度を導入する。また、市内の

高校と連携した入学システムを導入する。

・入学制度改革を踏まえ、徹底した進級・卒業管理制度(たとえば 2"-'3

年の期限を設けたキックアウト制度※11 )を導入する。

入学資格試験を、夏休み前に行う。

市内の高校から、成績優秀者を推薦で入学させる制度を設ける。人数枠

は、入学後の成績をみて高校ごとに調整する。

7)海外の大学との連携について

・海外の大学と提携して、学生が短期・長期に留学し、単位を取得したり

卒業したりできるようにする。

・海外の大学との単位の互換、教員の相互派遣や交流を進める。

留学生の滞在のため、市民にホームステイのボランティアを呼びかけ留

学生の経済的負担を怪減する。

※ 9 セメスター制やクオークー制
半期(セメスター)や四半期(クオーター)を単位にカリキュラムを組み
立て、学生や教員の大学問異動を容易にする制度。

※ 1 0 インターンシップ
大学と企業などが協力して、学生が自らの専攻や将来の職業に関連した就業
体験をすることを、授業の中に組み込むこと。

※ 1 1 キックアウト制度
学生の学業成績が基準に満たない者を退学させる制度。

-7・
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4砂廃校も選択肢
横浜市立大学(大学、付属病院、センター病院)の累積赤字(ニ00一

年度末現在)が約千百四十一億円に上ることが十七にちまでに分かつ
た。十六日聞かれた同大の将来像を検討する中田宏市長の私的機関
「市立大学の今後のあり方懇談会」で、明らかになった。座長の橋爪大三
郎東工大教慢はこうした現状を踏まえ、「存続への改革案Jととも!ゴ廃
校も選択肢のひとつとすべきだJとする私案(守ニき合)をまとめた。
岡市大事務局によると、市大医学部付属病杭(金，尺区福浦)が0一年

度までに抱える負債は二百四億円。医学部付属市民総合医療センター
(南区浦舟町)が六百十七億円。大学部分(金沢区順戸キャンパス、鶴
見区鶴克キヤ、パス十ど)は約三百二十億円となっている。大学と病院
を累計した過五十年み市債残高の推移を見ると、一九九二年度が約五
百六十七億円でO一年度の約半分だが、九八年度には九百七十五億
円にまで膨らんでいる。事務局では00年に開業したセンター病院や鶴
見キャンパスなどの建設費、医療機器などの施設整備費が主な要因と

説明している。 一
同懇談会の森谷伊三男委員(公認会計士)がO二年度の予算を基に

同大の財務分析を実施したところ、大学と病院を合わせた消費支出は計
五百三十五億円で、学生納付金など帰属収入は三百四十四億円。年間
約百九十一億円の資金不足が生じていると指摘片ている。
不足分は一般会計の繰入金で補てんしているか、森谷氏は「私大との

比較は単純にはで;きないが、市大は異常ともいえる借金漬け体質となっ

ている」と分析している正
橋爪座長は「市民・納税者にこれだけの負担を強いてまで、市が大学

を維持する理由は思い浮かばなしリとして廃校のほか、病院の売却を私
案として提案。併せて存続への改革案も提示している。懇談会では最終

案を来月末までにまとめ、市長に提出する方針。
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